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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股関節形成術で使用するための寛骨臼シェル内に挿入されるように適合されたライナー
であって、該ライナーは、
　大腿骨頭と係合するように適合された凹状の内側支持表面;
　寛骨臼シェルに係合するように適合された外側支持表面;および
　前記内側支持表面と前記外側支持表面との間に延在する縁部であって、前記外側支持表
面が、前記縁部から延在するロック部分と、前記ライナーの中心線を通る断面における第
１の推移地点で前記ロック部分からに延在する複合曲面状部分と、前記複合曲面状部分か
ら延在するドーム部分とを含み、
　前記第１の推移地点において、前記複合曲面状部分が前記ロック部分に対して接線方向
であり、
　前記複合曲面状部分は、湾曲した放射状部分と、直線状の接線部分とを含み、前記放射
状部分は、前記第１の推移地点において前記ロック部分から延び、前記接線部分は、前記
ライナーの中心線を通る断面における第２の推移地点において前記放射状部分から延び、
　前記接線部分は、前記第２の推移地点において前記放射状部分に対して接線方向であり
、
　前記ドーム部分は、前記ライナーの中心線を通る断面における第３の推移地点において
前記接線部分から延び、前記接線部分は、前記第３の推移地点において前記ドーム部分に
対して接線方向であり、
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　前記ロック部分と前記放射状部分との間には連続性があり、そして、前記接線部分と前
記ドーム部分との間には連続性があることによって、前記ライナーの外面全体に縁部、角
部又は尖端部が存在せず、
　前記ライナーの中心線を通る断面は、前記ライナーの中心部分を通る中心線すべてを含
む断面である、ライナー。
【請求項２】
　前記ドーム部分が平坦化された頂部を含む、請求項１に記載のライナー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、整形外科手術に使用されるインプラントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヒト身体内の関節は、２つ以上の骨又は他の骨格部分の間の接合部を形成する。足首、
腰、膝、肩、肘及び手首は、身体内に見出される多数の関節のうちのわずかな例である。
上記の関節のリストから明かとなるように、関節の多くは骨間の相対的な動作を可能にす
る。例えば、関節は、摺動、滑動、蝶番の運動、又は球状動作を有し得る。例えば、足首
は蝶番動作を可能にし、膝は滑動動作と蝶番動作とを組み合わせることができ、肩及び腰
は、球状配置による動作を可能にする。
【０００３】
　身体内の関節は、応力が加えられ、又は多様な方法で損傷される場合がある。例えば、
長年に亘る関節の継続した使用により、関節上に漸進的な磨耗及び断裂が与えられる。運
動を可能にする関節は、骨間に配置されている軟骨を有し、この軟骨は運動に潤滑を提供
し、また関節に指向される力の幾分かを吸収する。時間の経過と共に、関節の通常の使用
により軟骨が磨耗し、動作する骨同士の直接接触がもたらされる場合がある。対称的に、
通常の使用における関節に対する外傷、例えば自動車事故などの事故による大きい力の供
給が、骨、軟骨又は腱若しくは靱帯などの他の結合組織に対する相当な損傷の原因となり
得る。
【０００４】
　関節の疾病を指す用語である関節症は、関節が損傷した状態となり得る他の一手段であ
る。おそらく最も知られている関節疾病は関節炎であり、関節炎は一般に、疼痛、肥大、
硬直、不安定性、及び多くの場合、変形をもたらす関節の疾病又は炎症と称されている。
【０００５】
　多数の異なる形態の関節炎が存在し、変形性関節症は最も一般的であり、この変形性関
節症は、関節内の軟骨の摩耗及び断裂から生じる。他のタイプの関節炎は骨壊死であり、
骨壊死は、血液供給の損失による骨の一部の死を原因とする。他のタイプの関節炎は関節
に対する外傷を原因とし、一方、関節リウマチ、ループス及び乾癬性関節炎などの他の関
節炎は、軟骨を破壊し、関節の内張りの炎症に関連する。
【０００６】
　股関節は、一般に関節症に罹患する関節の１つである。股関節は、腿骨又は大腿骨を骨
盤と連結する球状関節である。骨盤は、大腿骨内の球状頭部を受容するための、寛骨臼と
称される半球形のソケットを有する。大腿骨頭と寛骨臼の両方は軟骨で被覆されて、大腿
骨が骨盤内で容易に動作することを可能にしている。一般に関節症に罹患する他の関節に
は、脊椎、膝、肩、手根、中手、及び手の指骨が挙げられる。関節症に対立するものとし
て、関節形成術は、一般に人工関節の作製を指す。疼痛が激しい場合、又は関節の可動範
囲が制限される場合などの、関節炎又は他の形態の関節症のいくつかのケースでは、人工
関節内の関節の部分的又は全体的な置き換えが正当とされる場合がある。関節置き換えの
手順は、勿論、問題の特定の関節によって様々であるが、一般的には、罹患した骨の終端
部分を人工関節インプラントで置き換え、軟骨の代用品として機能する部材を挿入するこ
とを含む。
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【０００７】
　人工関節インプラントは、骨と結合した状態となり、関節に強度及び剛性を提供する剛
性材料から形成され、軟骨代用部材は、関節に潤滑を提供し、圧縮力の幾分かを吸収する
ように選定される。インプラントに好適な材料には、チタン、コバルトクロム、ステンレ
ス鋼、セラミックなどの金属及び複合材料が挙げられ、軟骨代用品に好適な材料には、ポ
リエチレンが挙げられる。人工関節インプラントを宿主骨に固定するために、セメントも
使用し得る。
【０００８】
　例えば、股関節全置換は、ボール形状の大腿骨頭を除去し、髄質の管又は骨髄と称され
る骨の中央内にステムインプラントを挿入することを含む。ステムインプラントは、髄質
の管内にセメントで接着されてもよく、又は多孔質被覆表面を有して、インプラントに対
して骨を直接治癒させてもよい。ステムインプラントは、健康な大腿骨の首部及びボール
形状の頭部と同一の機能を遂行することが意図される首部及びボール形状の頭部を有する
。
【０００９】
　カップ又はシェルは、寛骨臼内に直接配置されてもよい。カップ又はシェルは、骨の内
殖を促進するための多孔質コーティングを含んで、シェルを寛骨臼に固定し得る。代替的
に、又は付加的に、シェルは骨ねじを受容するための１つ又は複数の開口部を含んで、シ
ェルが寛骨臼に付着すること補助してもよい。カップは、金属、例えば、コバルトクロム
、ステンレス鋼又はチタンから形成されてもよい。代替的に、カップは、セラミック又は
ポリエチレンから形成されてもよい。いくつかの実施形態において、カップは、頭部に直
接係合する。別の実施形態では、ある種のライナーがカップ内に挿入されて、頭部に対し
て関節をなす。ライナーは、金属、セラミック又はポリエチレンから形成されてもよい。
【００１０】
　金属及びセラミックのライナーは、多くの場合、テーパロックを通してシェル内にロッ
クされ、即ち、シェルはテーパを含み、ライナーは、シェルのテーパ内に嵌まり込む対応
するテーパを含む。適切に納められた場合、シェルのテーパとライナーのテーパとが互い
に係合し、ライナーをシェル内にロックする。しかしながら、挿入中に、ライナーの円錐
テーパがシェルの円錐テーパと心ずれした状態となり得るため、意図される円錐テーパの
表面対表面のロックが阻止される。これはクロスロッキングと称され、比較的安定性が低
い端部、又は多地点ロックにより特徴付けられる。挿入中に心ずれが生じた場合、手術中
に、インプラントの破壊及び他の合併症の危険性が増大する。
【００１１】
　ライナーがクロスロックキング状態となった場合、外科医は、ライナーをクロスロッキ
ング位置に残留させるか、又はライナーをシェルから除去するよう試みるか、又はインプ
ラント構造体全体を除去するかを決定する必要がある。クロスロッキングしたライナーを
シェル内に残留させることは、摩耗の増大、インプラント構造体の分解、最適ではない運
動範囲、及びインプラント破壊を含む多数の危険性を患者に与える。ライナーをシェルか
ら除去し又は構造体全体を除去することもまた、危険性をもたらし、手術を複雑化させる
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、クロスロッキングしたテーパ接合の発生を除去し、又は概ね低下させるラ
イナーが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一実施形態によれば、股関節形成術に使用される寛骨臼シェル内に挿入される
ように適合されたライナーを提供する。ライナーは、大腿骨頭に係合するように適合され
た凹状の内側表面を含む。ライナーは、更に寛骨臼シェルに係合するように適合された外
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側表面と、内側表面と外側表面との間に延びる縁部と、を含む。外側表面は、縁部から延
びるロック部分と、第１の推移地点においてロック部分から延びる複合曲線状部分と、複
合曲線状部分から延びるドーム部分と、を含み、第１の推移地点において、複合曲線状部
分は、ロック部分に対して接線をなす。
【００１４】
　別の実施形態では、関節形成術に使用されるキットを提供する。キッドは、シェルと、
シェル内に挿入されるように適合されたライナーと、を含む。ライナーは、内側表面及び
外側表面を含む。内側表面は略凹状であり、外側表面は寛骨臼シェルに係合するように適
合されている。外側表面は、ロック部分及び複合曲線状部分を含み、複合曲線状部分は、
放射状部分及び直線接線部分を含む。
【００１５】
　本発明の更に別の実施形態では、ライナーを提供する。ライナーは関節形成術に使用さ
れ、内側表面及び外側表面を含む。外側表面は、寛骨臼シェルに係合するように適合され
、ロック部分及び複合曲線状部分を含む。複合曲線状部分は、ロック部分から接線方向に
延びる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明及びその利点をより完全に理解するために、ここで添付の図面と共に以下の説明
を参照することにする。
【図１】本発明の一実施形態によるライナーの斜視図。
【図２】図１のライナーの断面図。
【図３】図１のライナーの一部分の拡大図。
【図４】先行技術によるライナー上に重ね合わされた図１のライナーの断面図。
【図５】ライナーが心ずれしている、シェルと結合された図１のライナーの断面図。
【図６】ライナーがシェル内に適切に納められている、シェルと結合された図１のライナ
ーの断面図。
【図７】本発明の別の実施形態によるライナーの斜視図。
【図８】本発明によるライナー及びシェルを使用する方法を示すフローチャート。
【図９】本発明の一実施形態による領域間の様々な寸法を示す、図１のライナーの部分断
面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態及びその利点は、以下の説明及び図面を参照することにより最良に理
解される。以下の説明及び図面において、同様の参照符号が、図面の同様の部分及び対応
する部分に対して用いられている。
【００１８】
　ここで図１及び２を参照すると、本発明の一つの実施形態によるライナー１０が示され
ている。ライナー１０は、内側表面（即ち支持表面）１２を含む。図示するように、本実
施形態において支持表面１２は略凹状である。支持表面１２は、大腿骨頭（図示せず）と
関節をなすように設計されている。ライナー１０は、外側表面１４も含む。外側表面１４
は、シェル１６（図５及び６）内に嵌まり込むように設計されている。支持表面１２及び
外側表面１４は、支持表面１２と外側表面１４との間に延びる縁部１８に結合する。換言
すれば、縁部１８は、支持表面１２と外側表面１４との間にある。本実施形態では、支持
表面１２、外側表面１４及び縁部１８は全て、単一部品から形成されている。別の実施形
態では、これらの部品は、モジュール式であり、共にロックされてもよい。
【００１９】
　尚、図１及び２を参照して、外側表面１４をより詳細に説明する。外側表面１４は、ロ
ック部分２０、複合曲線状部分２２及びドーム部分２４を含む。本実施形態では、ドーム
部分２４は、先行技術によるいくつかのライナー設計に一般的であるように、平坦な頂部
部分２４ａを含む。しかしながら、いくつかのライナー１０では、平坦な頂部部分が存在
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しなくてもよいことを理解するべきである。ロック部分２０は縁部１８から延び、以下に
より詳細に記載するように、シェル１６に係合する寸法及び形状を有する。本実施形態で
は、ロック部分２０は円錐テーパ形状の壁であるが、既知の他のロック機構を使用しても
よい。
【００２０】
　図１及び２に図示した本実施形態では、複合曲線状部分２２は、放射状部分２５及び接
線部分２６の２つの部分を含む。図示した実施形態では、放射状部分は曲線状であり、接
線部分２６は直線である。別の実施形態では、接線部分２６も、放射状部分の半径とは異
なる半径を有する曲線状であってもよい。複合曲線状部分２２の付近のライナー１０の拡
大図である図３に示すように、ロック部分２０は、推移地点２８において放射状部分２５
に対して接線をなす。換言すれば、放射状部分２５は、ロック部分２０から接線方向に延
びる。放射状部分２５がロック部分２０に対して接線をなすため、端部が存在せず、ロッ
ク部分２０と放射状部分２５との間に連続性が存在する。放射状部分２５は、ロック部分
２０に対して接線をなす、円の半径を有する曲線状であるため、その中心を画定している
。
【００２１】
　図２に示すように、複合曲線状部分２２は、ロック部分２０が終焉する地点から出発し
、ロック部分２０から延びる。いくつかの実施形態では、ドーム部分２４は存在せず、複
合曲線状部分２２は、ライナー１０の頂部まで延びる。
【００２２】
　ここで図３を再び参照すると、放射状部分２５は、推移地点３０において、接線部分２
６内へと接線方向に移行する。換言すれば、接線部分２６は、推移地点３０において放射
状部分２５から接線方向に延びる。放射状部分２５は、地点３０において接線部分と接線
をなし、したがって、ライナー１０上には端部又は鋭い地点が存在しない。接線部分２６
は、推移地点３２においてドーム部分２４に対しても接線をなす直線である。換言すれば
、接線部分２６は、放射状部分２５及びドーム部分２４の両方に対して接線をなす直線で
ある。これら２つの曲線状範囲２４、２５の両方に対して接線をなす接線部分２６を有す
ることにより、端部又は角部が存在せず、粗い表面が減少する。接線部分２６は、図１～
３に示す本実施形態では直線である。別の実施形態では、接線部分２６は、曲線状であっ
てもよい。更に別の実施形態では、更に図７に示すように、接線部分が存在しなくてもよ
い。複合曲線状部分２２は、放射状部分２５のみを含んでもよい。
【００２３】
　図４を見ると、ライナー１０が先行技術によるライナー（線３４）上に重ね合わされて
示されている。理解し得るように、複合曲線状部分２２は、先行技術によるライナーの対
応する外側部分３４から外方向に延びる。この追加の材料は、図４にて非網掛け部分３５
により表される。ライナー１０中の追加の材料は、下記の図５及び６にて更に説明するよ
うに、ライナー１０とシェル１６とが組立てられた際に、２つの部品の間のすきまの量を
低減する。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、放射状部分２５の曲率は、放射状部分２５の半径を最大
にすることにより決定されるが、放射状部分２５及びドーム部分２４の両方に対して接線
をなす接線部分２６は尚形成できる。しかしながら、別の実施形態では、他のパラメータ
ーが放射状部分２５の曲率を決定してもよい。
【００２５】
　ここで図５及び６を参照すると、シェル１６内に挿入されているライナー１０が示され
ている。シェル１６は、内側表面３６及び外側表面３８を含む。外側表面３８は、外科的
に準備された寛骨臼（図示せず）内に嵌まり込むように設計されている。内側表面３６は
、ライナー１０のロック部分２０と嵌合するように設計されたロック部分４０を含む。本
実施形態において、ロック部分４０は、ライナー１０のテーパ形状のロック部分２０と嵌
合するテーパである。本実施形態では、シェル１６及びライナー１０のロック部分４０、
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２０は、当技術分野にて既知のように自己ロックテーパである。
【００２６】
　最初に、ライナー１０がシェル１６内に導入された際、図５に示すように、ロック部分
２０及び４０が心ずれした場合、ライナー１０はシェル１６内で「浮遊」し、シェル１６
内で面一とならない。換言すれば、ライナー１０の縁部１８は、シェル１６の縁部４２と
面一とならない。このことは、ユーザーが、ライナー１０を納める前に、ライナー１０の
ロック部分２０とシェル１６のロック部分４０との間の整合を確保できるようになる。上
述したように、複合曲線状部分２２は、追加材料（図４の非網掛け部分３５）を含み、ラ
イナー１０とシェル１６との間のすきまを低減する。かくして、シェル１６のロック部分
２０とライナー１０のロック部分と４０が整合されない限り、複合曲線状部分２２がシェ
ルに突き当たって、ライナーが定位置に落ちることを防ぐ。ライナー１０及びシェル１６
が一旦整合されたら、ロック部分２０、４０が係合し、ライナー１０のロック部分２０が
シェル１６のロック部分４０と完全にテーパ接触した状態となり、図６に示すように、ラ
イナー１０はシェル１６内に完全に納められ得る。ライナー１０がシェル１６内に完全に
納められた場合、ライナー１０の縁部１８は、シェル１６の縁部４２と平行である。
【００２７】
　図７は、本発明の別の実施形態を示す。本実施形態は、ライナー５０を含む。ライナー
５０は、ロック部分５２、複合曲線状部分５４及びドーム部分５６を含む。本実施形態で
は、複合曲線状部分５４は、単一の曲線状部分５８を含む。換言すれば、上記の図１～６
の実施形態に記載した直線接線部分が存在しない。複合曲線状部分５４の曲線状部分５８
は、ロック部分が終焉する地点５５から延びる。いくつかの実施形態では、ドーム部分５
６は存在せず、複合曲線状部分５４は、ライナー１０の頂部に延びる。ドーム部分５６が
存在する別の実施形態では、複合曲線状部分５４は、地点５９においてドーム部分５６内
に移行する。本実施形態では、曲線状部分５８は、ロック部分５２及びドーム部分５６か
ら接線方向に延びる。
【００２８】
　ここで図８を参照して、本発明の一実施形態の使用方法を記載する。工程ｓ６０におい
て、シェル１６を寛骨臼（図示せず）内に挿入する。ライナー１０、５０をシェル内に配
置する（ｓ６２）。ライナー１０、５０が浮遊している場合、ユーザーは、シェル１６が
図６に示すようにシェル１６内へと摺動する迄、ライナー１０、５０を回転させる（工程
ｓ６４）。いくつかの実施形態において、工程ｓ６０は、ライナー１０、５０をシェル内
に挿入した後に行ってもよい。換言すれば、ライナー／シェルの組み合わせは、手術室内
で組立てられてもよく、又は事前に組立てられたライナー及びシェルを有する一体鋳造の
シェルのように、予め組立てられて入手されてもよい。ユーザーは、手術中にシェルとラ
イナーとを組立てる外科医であってもよく、又は装置を予め組立てた後、シェル及びライ
ナーの組立体を予め組立てられた状態で外科医に供給する者であってもよい。
【００２９】
　ここで図９を参照すると、ライナー１０の部分断面図が示されている。本実施形態では
、ライナー１０は、ロック部分２０、複合曲線状部分２２及びドーム部分２４を含む外側
表面１４を有する。複合曲線状部分２２は、放射状部分２５及び接線部分２６の２つの部
分を含む。図９は、様々な寸法を有するこれらの部分及び領域を明記する一実施形態を示
す。図示するように、ロック部分２０は、約０．６３５～０．７６２ｃｍ（０．２５０～
０．３００インチ）の高さ７０を有する。ロック部分２０は、約３．０５ｃｍ（１．２イ
ンチ）～５．０８ｃｍ（２．０インチ）のテーパゲージ径７２と、約０．４８３ｃｍ（０
．１９０インチ）～５．５９ｃｍ（２．２０インチ）のテーパゲージ位置７４とを有する
。ロック部分２０は、５～６度のテーパ角度７６も有する。
【００３０】
　放射状部分２５は、０．６３５～１．９１ｃｍ（０．２５０～０．７５０インチ）の混
合半径７８を有する。接線平坦部分は、約９．０～１０．０度の角度８０の間を延び、約
０．２５４～０．３８１ｃｍ（０．１０～０．１５インチ）の長さ８２を有する。
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【００３１】
　本発明には様々な改変及び代替的形態が考えられるが、その特定の実施形態を図面に例
として示し、本明細書に詳細に記載する。ただし、本発明を開示される特定の形態に限定
することを何ら意図するものではなく、その逆に、添付の特許請求の範囲において定義さ
れる発明の趣旨並びに範囲に包含される全ての改変物、均等物及び代替物を網羅すること
を意図するものであることが理解されるべきである。
【００３２】
〔実施の態様〕
（１）　股関節形成術に使用される寛骨臼シェル内に挿入されるように適合されたライナ
ーであって、
　大腿骨頭に係合するように適合された凹状の内側表面と、
　前記寛骨臼シェルに係合するように適合された外側表面と、
　前記内側表面と前記外側表面との間に延びる縁部であって、前記外側表面が、前記縁部
から延びるロック部分と、第１の推移地点において前記ロック部分から延びる複合曲線状
部分と、前記複合曲線状部分から延びるドーム部分と、を含み、前記第１の推移地点にお
いて、前記複合曲線状部分が前記ロック部分に対して接線をなす、縁部と、を含むライナ
ー。
（２）　前記複合曲線状部分が、放射状部分及び接線部分を含む、実施態様１に記載のラ
イナー。
（３）　前記放射状部分が、前記第１の推移地点において前記ロック部分から延びる、実
施態様２に記載のライナー。
（４）　前記接線部分が直線である、実施態様２に記載のライナー。
（５）　前記接線部分が、第２の推移地点において前記放射状部分から延びる、実施態様
４に記載のライナー。
（６）　前記接線部分が、前記第２の推移地点において前記放射状部分に対して接線をな
す、実施態様５に記載のライナー。
（７）　前記ドーム部分が、第３の推移地点において前記接線部分から延びる、実施態様
２に記載のライナー。
（８）　前記接線部分が、前記第３の推移地点において前記ドーム部分に対して接線をな
す、実施態様７に記載のライナー。
（９）　前記ドーム部分が、推移地点において前記複合曲線状部分から延び、前記複合曲
線状部分が、前記推移地点において前記ドーム部分に対して接線をなす、実施態様１に記
載のライナー。
（１０）　関節形成術に使用されるキットであって、
　シェルと、
　前記シェル内に挿入されるように適合されたライナーであって、内側表面及び外側表面
を含み、前記内側表面が略凹状であり、前記外側表面が寛骨臼シェルに係合するように適
合され、前記外側表面がロック部分及び複合曲線状部分を含み、前記複合曲線状部分が、
放射状部分及び直線接線部分を含む、ライナーと、を備えるキット。
【００３３】
（１１）　前記シェルが、前記ライナーの前記ロック部分に係合するように適合されたロ
ック部分を含む、実施態様１０に記載のキット。
（１２）　前記シェルのロック部分及び前記ライナーのロック部分が自己ロックテーパで
ある、実施態様１１に記載のキット。
（１３）　前記複合曲線状部分が、前記ロック部分から接線方向に延びる、実施態様１０
に記載のキット。
（１４）　前記ライナーが、前記複合曲線状部分から接線方向に延びるドーム部分を更に
含む、実施態様１０に記載のキット。
（１５）　前記ドーム部分が、平坦な頂部部分を含む、実施態様１４に記載のキット。
（１６）　関節形成術に使用されるライナーであって、前記ライナーが内側表面及び外側
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表面を含み、前記内側表面が略凹状であり、前記外側表面が寛骨臼シェルに係合するよう
に適合され、前記外側表面が、ロック部分及び複合曲線状部分を含み、前記複合曲線状部
分が、前記ロック部分から接線方向に延びる、ライナー。
（１７）　前記外側表面が、前記複合曲線状部分から接線方向に延びるドーム部分を更に
含む、実施態様１６に記載のライナー。
（１８）　前記複合曲線状部分が放射状部分を含み、前記ドーム部分が、前記放射状部分
から接線方向に延びる、実施態様１７に記載のライナー。
（１９）　前記複合曲線状部分が、半径を有する放射状部分と、接線部分とを含む、実施
態様１６に記載のライナー。
（２０）　前記接線部分が、０．２５４～０．３８１ｃｍ（０．１０～０．１５インチ）
の長さを有する、実施態様１９に記載のライナー。
【００３４】
（２１）　前記ロック部分が、テーパであり、約０．６３５～０．７６２ｃｍ（０．２５
０～０．３００インチ）のテーパ高さを有する、実施態様１６に記載のライナー。
（２２）　前記内側表面と外側表面との間の縁部を更に含む、実施態様１６に記載のライ
ナー。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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